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衆
議
院
議
員
井
坂
信
彦
君
提
出
性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
適
合
手
術
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

司
法
統
計
年
報
に
よ
る
と
、
平
成
十
六
年
か
ら
平
成
二
十
六
年
ま
で
の
間
に
性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
特
例

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
性
別
の
取
扱
い
の
変
更
の
審
判
が
あ
っ

た
件
数
の
合
計
は
、
五
千
百
六
十
六
件
で
あ
る
。
な
お
、
平
成
二
十
七
年
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
性
別
の
取
扱
い
の
変
更
の

審
判
が
あ
っ
た
件
数
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
、
公
表
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
政
府
と
し
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

二
の
①
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
健
康
保
険
の
適
用
対
象
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
、
お
尋
ね
に
つ
い
て

は
、
仮
定
の
質
問
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

二
の
②
及
び
③
並
び
に
三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
厚
生
労
働
省
保
険
局
の
担
当
職
員
が
毎
日
新
聞
の
取
材
に
応
じ
た
事
実
は
確
認
で
き
な
い
が
、
我
が
国
の
医
療

保
険
制
度
に
お
い
て
は
、
疾
病
等
に
対
す
る
安
全
性
、
有
効
性
等
が
確
立
し
た
治
療
を
保
険
適
用
の
対
象
と
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
新
た
な
医
療
技
術
に
つ
い
て
は
、
日
本
医
学
会
分
科
会
に
属
す
る
学
会
等
か
ら
保
険
適
用
に
つ
い
て
の
提
案
を

一



受
け
、
診
療
報
酬
調
査
専
門
組
織
医
療
技
術
評
価
分
科
会
に
お
い
て
検
討
を
行
っ
た
後
に
、
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
に

お
い
て
当
該
医
療
技
術
の
安
全
性
、
有
効
性
等
に
つ
い
て
科
学
的
な
根
拠
に
基
づ
く
評
価
を
行
い
、
そ
の
保
険
適
用
の
可
否

に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

御
指
摘
の
「
新
戸
籍
の
編
製
に
必
要
と
な
る
最
低
限
の
内
分
泌
療
法
や
外
科
的
療
法
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
性
別
適
合
手
術
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
日
に
開
催
さ
れ
た
中
央
社

会
保
険
医
療
協
議
会
に
お
い
て
議
論
が
行
わ
れ
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
医
学
的
な
有
用
性
が
十
分
に
示
さ
れ
て
い
な
い
も

の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


